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最近、回転寿司店やラーメン店などの飲食店の迷惑動画や書き込みがインターネット上に拡

散するという事件が発生しましたね。店側はイメージダウン・売上減少・訴訟の提起などを余

儀なくされ、動画を投稿した若者はインターネット上で誹謗中傷、損害賠償を請求されそれぞ

れ大変なことになりました。 

このような動画やコメントが一度 SNS（フェイスブック・ツイッター・インスタグラム等）

などでインターネット上に拡散すれば、もはや無かったことにできなくなります。決して消し

去ることができない、人間に当てはめると入れ墨（Tattoo）に例えられ、デジタルの世界なの

で、“デジタルタトゥー”と言われています。一方、このように個人にとって不利益な

情報をいつまでもネット上に記録されるべきでないから、削除や検索して表示されないよう検

索エンジン（グーグルやヤフーなど）に求める権利を“忘れられる権利”と言われてい

ます。ところで、2022年にプロバイダ責任制限法が改正され、インターネット上の誹謗中傷

などによる権利侵害について、１回の手続きで投稿者を特定することができ、その投稿者に削

除や法的な措置等ができるようになりました。しかし、何でもかんでも簡単に削除できるので

あれば、憲法で保障されている“表現の自由や言論の自由”が侵害されることも懸念

されるところです。一方、最高裁判所の判例では削除できる基準は、表現の自由（検索サービ

スの役割）よりもプライバシーの保護が明らかに優先される場合に削除が該当するという判断

が示されていますが、具体的な例示もなく、実際に削除を求めるのは難しいようです。 

今回の事件は、若者がほんの軽い気持ちで、仲間内の悪ふざけのつもりで行ったのでしょう

が結果的に甚大な被害をもたらしています。このことから、外部とつながる情報機器を使うよ

うになる前から“インターネットリテラシー”（インターネットの情報やその内容・
知識を理解する能力と、それを適切に判断して活用する能力）を学ぶことが必要だと改めて感

じました。子どもなどの若者は衝動的な行動に走りやすく、その行動を抑える能力が不十分な

場合が多いので、自らにブレーキをかけるすべを学ぶべきです。私（筆者）も二人の中学生の

子供がいますが、このリテラシーを本当に持ち合わせているのか不安です。昔であれば掲示

板、張り紙や手紙、固定電話での通話という取り消し可能な手段がありましたが、今やインタ

ーネットやＳＮＳで素早く世界に拡散し、容易に消し去ることができなくなってしまいまし

た。行動を起こす前（発信の前、クリックの時）に、今一度立ち止まって、この行動は本当に

大丈夫なのか問いかけることが必要だと思いました。 

 
 

 

 
 

日頃使いすぎて緊張している筋肉を自分のペースでゆるめ脱力させる究極のセルフマッサージです。 

日   時 ： 令和５年６月８日（木） 午後２時～１時間程度  

場   所 ： 高木総合センター ２階 会議室 

講   師 ： 藤尾 知恵さん 

参 加 料 ： 無料（申込不要） 

※靴下（あれば５本指靴下）と大きめのタオル、ヨガマット（持っている方のみ）をご準備して下さい。 

 

 

 

フットマッサージ （体の疲れを解消しませんか！） 



 

 
 

 

 

下記のとおりパソコン講座を開催いたします。パソコンが初めての方、今までに学習していたがもう一度復
習したい方など、意欲のある方の参加をお待ちしております。できるだけ全出席を目指される方を対象とし
ています。 
参加希望の方は、高木総合センターまでお気軽にご連絡ください。 
１．講座内容：ワード・エクセルなど 初級程度、中級程度 
２．場   所：高木総合センター ３階 情報化会議室 
３．対   象：姫路市在住の方 
４．定   員：１0名程度（パソコン持込可） ※市の貸出パソコンは 10台のみ 
５．受 講 料：無 料（テキストが必要な方は実費負担） 
６．講   師：㈱サンソフト 
７．申込期間：初級・中級とも・・・・・・ ～令和 5年 6月 23日（金）まで 
８．講座スケジュール（各 10回：時間は、午後 7時～午後 9時頃まで） 

  初級：6月 27日から 7月 27日までの毎週火曜日・木曜日 
     中級：8月 8日から 9月 12日までの毎週火曜日・木曜日（8月 15日は休講します） 
９．問合せ先：高木総合センター     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

下記のとおりスマートフォン講座を開催いたします。スマートフォンでできることを知りたい、便利な使い方
を教えてほしい方など、興味のある方の参加をお待ちしております。できるだけ全出席を目指される方を
対象としています。 参加希望の方は、下記の申込書でお申し込みください。 
１．講座内容：アンドロイド OSのみで、「いちばんやさしいスマートフォン超入門」のテキストに沿って講義 
２．場   所：高木総合センター １階 ディサービスルーム 
３．対   象：姫路市在住の方 
４．定   員：１0名程度（機器はお使いのスマートフォンをお持ちください）  
５．受 講 料：無 料（テキストは 3冊用意していますが、必要な方は実費購入できます） 
６．講   師：㈱サンソフト 
７．申込期間：～6月 27日（火）まで 
８．講座期間：6月 28日（水）より毎週水曜日に 10回開催：時間は、午前 10時から午前 11時半頃 
※ 先着順で受付します。募集定員に達した時点で締め切ります。 

 

【スマートフォン講座申込書】               申込日   月   日 

講  座  名 スマートフォン講座（アンドロイド版） 

氏     名  機器 持ち込みのみ 

住 所・連絡先 

住  所                        

電  話     （    ）             

（携帯）     （    ）             

 

 

スマートフォン講座（OSはアンドロイドのみ）の参加者を募集します 

切 り 取 り 線 

「ハローワーク姫路求人情報（フルタイム・パート）」（姫路公共職業安定所発行）の

最新情報が、毎週月曜日午後に高木総合センターに届きます。 

高木総合センターにて配布しておりますので、必要な方は申し出ください。 

お仕事をお探しの方へ 

 

パソコン講座の参加者を募集します 


